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資料２ 

農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき 

有害微生物のリストについて（案） 
（平成 28年○月○日現在） 

 

１．基本的な考え方 

農林水産省は、科学に基づいた食品安全行政の推進のため、「農林水産省及び厚

生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書（平成 17 年８月

25日公表。以下「標準手順書」という。）」を作成し、この標準手順書に記述された

標準的な作業手順（危害要因に関する情報の収集・分析、データの作成、優先度の

検討、リスク評価の諮問、施策の検討・決定に当たり考慮すべき事項等）に従って

リスク管理を実施しています。 

標準手順書に基づき、収集した食品安全に関わる情報や、消費者、食品事業者な

ど関係者の意見をもとに、今後農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微

生物を以下のとおり選定しました。 

 

２．対象とする危害要因の分類 

（１）リスク管理を実施する対象として、現時点における科学的知見に基づいて、「食

品安全の確保」を主眼としつつ、「関係者の関心」、「国際的動向」を考慮に入れ

た上で、別途定める基準（別紙）により、農林水産省の所掌範囲でリスク管理が

実施できるものを選定しました。 

 

（２）対象とする危害要因は、以下のような区分に分類しました。 

① リスク管理を継続するため、汚染実態調査の実施及びリスク管理措置の検討

の必要がある危害要因 

② リスク管理を実施する必要があるが、リスク管理措置の必要性を検討するた

めの基礎的情報が不足しているため、それを収集する必要がある危害要因 

 

３．優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト 

①  リスク管理を継続するため、汚染実態調査の実施及びリスク管理措置を検討す

る必要がある危害要因 

カンピロバクター 

サルモネラ 

腸管出血性大腸菌 

ノロウイルス 

リステリア・モノサイトジェネス 
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②  リスク管理を実施する必要があるが、リスク管理措置の必要性を検討するため

の基礎的情報が不足しているため、それを収集する必要がある危害要因 

E型肝炎ウイルス 

A型肝炎ウイルス 

 

４．留意事項 

（１）優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト及び区分については、随時

見直しを行います。 

（２）３①及び②の有害微生物について、各種情報収集や予備的リスク推定の結果、

日本人に対する健康上の影響が無視できるほど小さく、かつ、特段のリスク管理

措置が不要と判断した場合、当面リスク管理の対象から除きます。 

（３）優先的にリスク管理を行う有害微生物のリストに掲載していない有害微生物に

ついても、国内外の動向や研究の進展等について、関連情報の収集を可能な範囲

で実施します。 

 

 

（別紙） 

 

農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害微生物の検討基準 

 

以下の項目について検討し、優先的にリスク管理を行う有害微生物を選定する。 

（１）食品安全を確保する観点(リスクベース) 

  １）危害要因の病原性 

    ・症状の重篤性 

    ・症状の持続期間 

    ・患者からの二次感染 

 

Ｈ：重症例では死亡することがある。症状が一過性でない。患者が感染源とな

ることがある。 

Ｍ：症状は一定期間持続するが、死亡することはまれである。 

Ｌ：死亡することはまれで、多くは一過性の下痢及び嘔吐である。 

 

  ２）当該危害要因が原因と特定された患者数 

Ｈ：国内において最近３年間の平均報告患者数が１０００名以上である。 

Ｍ：国内において最近３年間の平均報告患者数が１００名以上１０００名未満

である。 

Ｌ：国内において最近３年間の平均報告患者数が１００名未満である。 

 

（２）関係者の関心度 

   リスクコミュニケーション等を通じた関係者・国民の関心 

Ｈ：非常に関心がある。 

Ｍ：関心がある。 
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Ｌ：あまり関心がない。 

－：知らなかった 

 

（３）国際的動向 

○ コーデックス食品衛生部会(CCFH)における実施規範や基準値作成の検討。 

○ FAO/WHO 微生物学的リスク評価専門家会議(JEMRA)や関連する国際的専門家

会合におけるリスク評価の検討。 

○ 海外におけるリスク管理の取組状況 

Ｈ：国際機関で既に何らかの決断がなされているか、検討中である。 

Ｍ：一部の国・地域で既に何らかの決断がなされている。 

Ｌ：上記のいずれにも該当しない。 

 

 

 

 

 



（参考） 
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リスク管理の優先度を変更する有害微生物 

 

1. 優先リストに追加する有害微生物 

危害要因名 危害要因の病原性、含有する主な食品等 

E型肝炎ウイルス 

・ E 型肝炎ウイルスに汚染されたブタ、イノシシ、シカ等の食肉及び肝
臓を生食又は加熱不十分な状態で摂食して感染。汚染された水の摂取に
よる感染あり。 

・ 感染症法に基づき報告される E型肝炎患者数（食品媒介性以外も含む。）
は2012年以降、毎年報告数が増加（121件（2012年）、127件（2013年）、
154件（2014年）、212件（2015年）、130件（2015年第16週時点））。2016

年は、第 16週時点の累積症例数は、過去最多だった 2015年の同時期の
報告数（60例）の 2倍を超過（130例）。 

・ 報告数の増加については、検査方法の変更等による影響が考えられて
いるものの、不明な点が多い。 

・ コーデックス委員会が「食品中のウイルスの制御のための食品衛生一
般原則の適用に関するガイドライン」を策定（2012 年)。国際的関心は
高い。 

・ 国際的な動向と国内食品における汚染の可能性、患者数の増加を考慮
し、国内の実態把握及び必要に応じ低減対策の検討が必要。 

A型肝炎ウイルス 

・ A 型肝炎ウイルスに汚染された魚介類（特に二枚貝）を生食又は加熱
不十分な状態で摂食して感染。汚染された水や生鮮農産物の摂取により
感染もあり。 

・ 感染症法に基づき報告される A型肝炎患者数（食品媒介性以外も含む。）
は、2013年までは年間 150名前後で推移。しかし、2014年は432名、2015
年は 242名。2010年～2014年第 48週に報告された患者数のうち、8割
が国内感染、また、その 8割が経口感染と推定。 

・ コーデックス委員会が「食品中のウイルスの制御のための食品衛生一
般原則の適用に関するガイドライン」を策定し、付属文書で二枚貝及び
生鮮農産物の A 型肝炎ウイルスの管理を紹介（2012 年）。国際的関心は
高い。 

・ 国際的な動向、国内食品における汚染の可能性、患者数の増加を考慮
し、国内の実態把握及び必要に応じ低減対策の検討が必要。 

 

2．優先度を下げる有害微生物 

危害要因名 優先度が低い理由等 

クドア・ 

セプテンプンクタータ 

・ ヒラメに寄生する寄生虫。一定量以上を生で喫食すると一過性の下痢

等の食中毒を引き起こす。 

・ 厚生労働省、農林水産省がリスク管理措置を実施済み。また、近年の

国内養殖ヒラメに起因する食中毒の発生は年間 1件程度で、現行の生産

段階におけるリスク管理措置は有効に働いている状況であり、本種を現

時点で優先リストに掲載する必要性は低いと考える。 

・ 引き続き情報収集及び現行のリスク管理措置の周知徹底を実施。本種

の拡大の可能性が高まれば、対応を検討。 

 


